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Ⅰ 保有しているときの税制

１．固定資産税１．固定資産税
◇毎年１月１日時点の土地・建物などの所有者（固定資産税管理台帳に登録されている
人）に対して市区町村が課税。

◇ 税額＝課税標準額（＊）×1.4％
（＊） 固定資産税課税台帳に記録されている固定資産税評価額が基礎。

◇ 住宅用地の軽減の特例

（＊）建物の課税床面積の10倍が上限。
（＊）敷地上に住宅が存する限り軽減の特例の適用はあり。

固定資産税・都市計画税

所得税（不動産所得）・住民税

住宅用地
小規模住宅用地（200㎡以下の部分）・・・課税標準×１/６

一般住宅用地（200㎡超の部分）・・・・・・・課税標準×１/３
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Ⅰ 保有しているときの税制

２．都市計画税

◇毎年１月１日時点の都市計画区域内にある土地・建物の所有者に対して市区町村
が課税。

◇ 納税は固定試算税と一括して納付。

◇ 税額＝課税標準額×税率（＊）
（＊）最高0.3％の範囲内で法定。

◇ 住宅用地の軽減の特例

≪論 点≫

住宅用地
小規模住宅用地（200㎡以下の部分）・・・課税標準×１/３

一般住宅用地（200㎡超の部分）・・・・・・・課税標準×２/３



4

Ⅰ 保有しているときの税制

３．所得税（不動産所得）
◇ 不動産を賃貸している場合、その賃貸料収入は所得税の課税の対象。
◇ 不動産所得の計算方法

不動産所得の金額＝不動産の総収入金額－必要経費

① 収入金額に含まれるもの
♣家賃・礼金・更新料・共益費
♣敷金・保証金のうち返還を要しないもの

②必要経費に含まれるもの
♠固定資産税・都市計画税・事業税（⇔所得税・住民税は不可）
♠修繕費（資本的支出に該当するものを除く。）
♠損害保険料 ♠不動産会社への管理手数料
♠弁護士・税理士への報酬 ♠減価償却費
♠立退料 ♠借入金の利子（⇔元本は不可）
♠その他雑費（消耗品の取替えなど）

◇ 所得税の申告
確定申告期間 その年の翌年 2/16～3/15 までの期間
所得税の納期限 3/15まで
申告書の提出先 住所地を管轄している税務署（持参のほか、郵送、電子申告も可）
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4．住民税

◇税額は所得税の計算を基準に算出。

◇所得税の確定申告書を提出すれば住民税の申告は不要。

◇納税は「特別徴収」（給与から天引き）か「普通徴収」（納付書により納税）。
（＊）特別徴収を選択した場合でも、不動産所得については普通徴収によることも可。

≪論 点≫

□消費税
・・・住宅の貸付けは非課税。

Ⅰ 保有しているときの税制
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給与所得

不動産所得

不動産所得は給与所得と合算され、
合算後の合計所得金額について
超過累進税率が適用される！

Ⅰ 保有しているときの税制
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課税される所得金額 税率 控除額

195万円以下 5% －

330万円以下 10% 9.75万円

695万円以下 20% 42.75万円

900万円以下 23% 63.60万円

1,800万円以下 33% 153.60万円

1,800万円超 40% 279.60万円

課税される所得金額 税率

一律 10%

【所得税の税率表】

【住民税の税率表】

＜ 例 ＞
給与所得 ５１０万円、不動産所得３００万円、所得控除６０万円の場合
課税所得金額 ５１０万円 ＋ ３００万円 － ６０万円 ＝７５０万円
所得税額 ７５０万円 × ２３％ －６３.６０万円 ＝１０８.９万円
住民税額 ７５０万円 ×１０％ ＝ ７５万円
税金合計 １０８.９万円 ＋７５万円 ＝１８３.９万円

Ⅰ 保有しているときの税制
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1. 国税庁からアパート・マンションオーナーへのお尋ね

平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象に「決算書の内容」や「不動産の利
用状況」について文書照会することを国税庁より税理士会に通達がありました

国税庁の目的は？

不動産所得を有する方の申告内容に誤りのある事例が非常に多いため、適正な
申告をしてもらうために実施する

誤りの多い事例とは何か？

科目 内容

礼金・共益費 収入への計上漏れ

租税公課 自宅分の固定資産税を経費計上

修繕費 資本的支出を経費計上

借入金利子 借入金の元本返済分を経費計上

雑費 不動産貸付と関連しない交際費や交通費を経費計上

Ⅰ 保有しているときの税制



Ⅰ 保有しているときの税制2. 税務署からのお尋ね
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Ⅱ 売却時の税制

◇譲渡所得の計算方法

譲渡収入金額（＊１）－（取得費（＊２）＋譲渡費用（＊３））

（＊１）土地・建物の売却代金
（＊２）土地・建物の取得のために要した費用の金額から減価償却費の累計額を差し

引いた費用。
（＊３）仲介手数料、登記手数料、測量費用、契約書の印紙、更地で売却するときの建物

の取壊費用、売却のための立退料ほか
◇税額の計算

税額＝（課税）譲渡所得金額×税率

＜譲渡所得の税率＞
短期（所有期間５年以下）・・・39.63％（住民税９％を含む）
長期（所有期間５年超）・・・・・20.315％（住民税５％を含む）

所得税（譲渡所得）・住民税
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Ⅱ 売却時の税制

◇課税方法
分離課税・・・・給与所得、不動産所得などとは区別し、譲渡所得だけの特別の税率を適用

して税額を計算
⇔総合課税 給与所得や不動産所得など他の所得と総合し、一般の累進税率を適用し

て税額を計算。

◇優遇措置
居住用（マイホーム）の場合は、「3,000万円特別控除」や「軽減税率（14.21％）」などがある
が、賃貸している場合はなし。

≪論 点≫
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① 譲渡収入金額
売却した金額＋固定資産税精算金

② 取得費
売却した資産を購入した時の金額＋購入費用など

③ 譲渡費用
売却時に支払った仲介手数料、印紙代、測量費等

④ 特別控除
土地収用5,000万円控除、居住用3,000万円特別控除、特定長期土地1,000万円特別控除など

⑤ 税率
長期譲渡所得２０％（所得税15％、住民税5％）、短期譲渡所得３９％（所得税30％、住民税9％）

収入金額
（売却金額）

取得費

譲渡費用

特別控除

譲渡所得 × 税率

（もうけ）

（買ったときの金額）

Ⅱ 売却時の税制
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Ⅲ 相続・贈与時の税制

相続税

贈与税

１．相続税

◇相続税の計算のしくみ



15

Ⅲ 相続・贈与時の税制

◇賃貸している土地・建物の相続税評価

土地・建物の評価

土地・・・路線価額（固定資産税評価額×倍率）
建物・・・固定資産税評価額

貸家建付地と貸家の評価

貸家が建てられている土地の評価＝更地の評価額×（１－借地権割合×借家権割合）
（＊）借地権・・・地域によって異なるが60～70％
借家権・・・30％

貸家＝建物の固定資産税評価額×（１－借家権割合×賃貸割合）
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Ⅲ 相続・贈与時の税制

小規模宅地の特例

賃貸用に供されている宅地

要件 その宅地を取得した親族が被相続人の貸付事業を申告期限までに承継し、申
告期限までその宅地等を有し、かつ、その貸付の用に供していること

限度面積 200㎡まで

減額割合 50％

≪論 点≫
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時価 貸家相続税評価額

現
金
・預
金

・土地
100

・建物
100

・建物 約60

・土地 約80

固定資産税評価額
×1.0

固定資産税評価額
は建築費の約50～
60%

(相続税評価額は公示
価格の80%になる)

・建物 約42

・土地 約63

60×0.7

80×(1-0.7×0.3)

200 ・建物・土地

計200
・建物・土地

計140
・建物・土地

計105

条件
借地権 70%
借家権 30%

Ⅲ 相続・贈与時の税制


